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Ⅰ． 特定事業の選定に関する事項 

 

１． 事業内容に関する事項 

(1) 事業名称 

京都御池中学校・複合施設整備等事業 

 

(2) 公共施設の管理者の名称 

京都市長  桝本賴兼 

 

(3) 対象となる事業の概要 

京都市（以下｢市｣といいます。）は，京都市中京区御池通富小路西入東八幡町 579 番地ほか

に，京都市立京都御池中学校，乳幼児保育所（以下「保育所」といいます。），老人デイサービスセ

ンター，在宅介護支援センター，オフィススペース（将来，教室等に転用可能なものとします。），拠

点備蓄倉庫及び御池通の賑わい創出に資する施設（以下「賑わい施設」といいます。）による複合

施設として整備する，京都御池中学校・複合施設整備等事業（以下「本事業」といいます。）を実施

します。 

 

(4) 事業目的 

 市では，１４もの元小学校区の地域や保護者の尊い御英断により，中心部に存する城巽中学校，

柳池中学校，滋野中学校の３校を統合し，元城巽中学校校舎を活用して，平成15年4月に京都御

池中学校（以下「中学校」といいます。）を開校しました。 

 この統合に伴い，元柳池中学校と東側隣接敷地を含めた敷地に，新しい時代の教育に対応でき

る中学校づくりを基本として，多様な中学校教育の展開を図ることができ，将来の子どもの増加（社

会的増加など）や少人数教育に対応できる中学校の新校舎を整備することとしました。 

 この整備に伴い，敷地の立地条件を活かし，教育及び福祉の充実はもとより，都心部の活性化に

寄与すること，都心部のまちづくり，ひとづくりの拠点施設となることを目指し，京都市中京区東部の

地域に必要性の高い老人デイサービスセンター，在宅介護支援センター，保育所，また，オフィス

スペース，賑わい施設などを併設する施設として複合的に整備を行います。 

 これにより，中学生と乳幼児及び高齢者との相互交流による心のふれあいを実現し，京都のメイン

ストリートである御池通の活性化に大きく寄与し，都心部における人づくり，まちづくりのモデル施設

として，また，デザイン面においても伝統と創生のまち京都にふさわしい施設となるよう整備等を図

ることを目的としています。 
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(5) 事業の範囲 

本事業は，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下「PFI 法」と

いいます。）に基づき，市と事業契約を締結し，当該特定事業を実施する事業者（以下「選定事業

者」といいます。）が京都御池中学校・複合施設の設計，建設及び維持管理業務を行うことを事業

の範囲とします。 

京都御池中学校の運営業務については市が行い，老人デイサービスセンター，在宅介護支援

センター及び保育所の運営業務については市が選定した社会福祉法人が行うものとします。 

なお，賑わい施設については，事業者による意見及び提案などを受けて，その具体的な方向性

を公募までに定めることとし，その内容を提示する予定です。 

具体的な業務の範囲については，京都御池中学校・複合施設整備等事業要求水準書（以下

「要求水準書」といいます。）において提示しますが，対象となる事業の範囲の概要は，次のとおり

です。 

 

① 京都御池中学校・複合施設の設計及び建設 

選定事業者は，京都御池中学校・複合施設の設計，建設及び施工監理，その他これらを実施

するうえで必要とされる各種手続などを行います。 

・ 事前調査業務及びその関連業務（地質調査を含みます。） 

・ 施設整備に係る設計（基本設計及び実施設計）及びその関連業務（京都御池中学校の通

学区域内の住民，小・中学校長，PTA 会長等で構成される委員会とのワークショップ（概ね

２回程度を目安とします。）を含みます。） 

・ 施設整備に係る建設工事及びその関連業務 

・ 工事監理業務 

・ 周辺家屋影響調査及び対策 

・ 電波障害調査及び対策 

・ 建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 

・ 建物周辺の外構整備，植栽整備業務  

・ 中学校屋外運動場及び保育所園庭整備 など 

 

② 施設等の所有権移転業務 

選定事業者は，各施設の竣工後，施設及び設備等の所有権を市に移転するものとします。 

なお，所有権移転は，一括して移転することを想定しています。 

 

③ 施設の維持管理業務 

選定事業者は，次の項目について維持管理業務を行うものとします。 

・ 建物保守管理業務（点検，保守，修繕，更新その他一切の保守管理業務を含みます。） 

・ 設備保守管理業務（設備運転及び監視，点検，保守，修繕，更新その他一切の保守管理

業務を含みます。） 
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・ 外構施設保守管理業務（点検，保守，修繕，更新その他一切の保守管理業務を含みま

す。） 

・ 清掃業務（建築物内部及び敷地内の清掃業務） 

・ 保安警備業務（機械警備を想定しています。） 

・ 環境衛生管理業務 

・ 植栽処理業務 など 

 なお，大規模修繕業務については施設維持管理業務には含みませんが，審査の段階におい

て，修繕計画の提案を受けるものとします。 

 

(6) 選定事業者の収入 

選定事業者の収入は，次のものからなります。 

 

① 施設設計・整備に係る費用 

 市は，選定事業者が実施する本事業に要する費用のうち，施設の設計，建設に係る費用につい

ては，供用開始時から事業期間終了時までの間，公共施設の管理者等と選定事業者との間で締

結する事業契約書（以下「事業契約書」といいます。）に定める額を割賦方式により，選定事業者

に対して支払います。 

 施設建設に係る国庫補助金が市に交付される場合は，市は事業者に，総建設費のうち国庫補

助の対象となる施設に係る建設費について，一括して支払うものとします。 

② 維持管理に係る費用 

市は，施設の維持管理に係る費用について，供用開始時から事業期間終了時までの間，事業

契約書の規定に従い，物価変動を勘案して定める額を割賦方式により事業期間中，選定事業者に

支払います。支払い方法については第一次募集要項において提示します。 

 

(7) 事業方式 

本事業の事業方式は，選定事業者が自らの提案をもとに施設の設計，建設を行った後，市に所

有権を移転し，事業契約書等に示される維持管理業務を行う方式（いわゆるＢＴＯ(Ｂｕｉｌｄ  

Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｏｐｅｒａｔｅ)方式）とします。 

また，賑わい施設については，事業者の意見及び提案を受けて，最終的な方向性を決定するも

のとします。 

 

(8) 事業期間 

本事業の事業期間は，事業契約締結日から，平成 33 年 3 月 31 日までとします。なお，施設の維

持管理期間は，平成 18 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの 15 年間とします。 

 

(9) 事業スケジュール（予定） 

設計及び建設期間  平成 16 年 6 月～平成 18 年 3 月 

施設所有権移転  平成 18 年 3 月 
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供用開始日  平成 18 年 4 月 1 日 

維持管理及び運営期間 平成 18 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

 なお，屋外運動場等の整備については，平成 18 年 9 月末までに完工して市に引き渡すものと

します。 

 

(10) 事業に必要と想定される根拠法令等 

①建築基準法等による認可，許可及び届出等 

 ・  建築基準法 

・  高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハー 

   トビル法） 

・ 都市計画法 

・ 駐車場法 

・ 消防法・火災予防条例 

・ 屋外広告物法 

・ 水道法 

・ 下水道法 

・ 文化財保護法 

・ 道路法 

②建築基準法等に関係のある法令等 

・ 電波法 

・ 公害防止条例 

・ 学校教育法 

・ 児童福祉法 

・ 老人福祉法 

・ 介護保険法 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

③条例，事前協議制度その他許認可に関係ある制度 

・ 中高層建物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例 

・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

・ 人にやさしいまちづくり条例 

・ 省エネルギー計画書 

・ 市街地景観整備条例 

④その他法令，関係指針等 

・ 学校保健法 

・ 学校環境衛生基準 

・ 中学校設置基準 

・ 京都市公共建築デザイン指針 

  その他本事業を行うに当たり必要とされる関係法令，条例及び指針等を含むものとします。  
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(11) 事業期間終了時の措置 

事業期間の終了時には，選定事業者は，当該施設を要求水準書に示す良好な状態で引き渡す

ものとします。 

 

(12) 実施方針の変更 

実施方針公表後における事業者等からの意見等を受けて，特定事業の選定までに，実施方針

の内容を見直し，変更を行うことがあります。 

なお，変更を行った場合には，速やかに，その内容を京都市教育委員会ホームページ（以下「ホ

ームページ」といいます。）への掲載，その他適当な方法により公表します。 

 

２． 特定事業の選定方法等に関する事項 

(1) 選定方法 

市は，従来の手法により事業を実施した場合と比較して，財政負担が事業期間全体を通じて効

率的かつ効果的に実施できる場合又は財政負担が同一の水準にある場合において公共サービス

の水準の向上を期待できると判断した場合，本事業を特定事業として選定します。 

 

(2) 選定基準・手順 

本事業を特定事業として選定するかどうかは，ＰＦＩ法に基づく事業として実施することにより，施

設建設，維持管理及び運営が効率的かつ効果的に実施できるかを次の事項により評価し，判断す

ることとします。 

①ＰＦＩ法に基づく事業として実施されることの定性的な評価 

②事業者に移転されるリスクの検討 

③コスト算出による定量的な評価 

 

(3) 選定結果の公表方法 

本事業を特定事業として選定した場合は，その判断の結果を，評価の内容とあわせ，ホームペ

ージなどを通じて公表します。 

なお，事業の実施可能性についての客観的な評価の結果等に基づき，特定事業の選定を行わ

ないこととした場合においても同様に公表します。 
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II． 事業者の募集及び選定に関する事項 

 

１． 事業者選定に関する基本的な考え方 

本事業は，設計,建設，維持管理等の各業務を通じて，効率的かつ効果的なサービスの提供を

求めるものであり，事業者の発想及び事業能力とともに施設整備等の目的を含めた総合的な評価

を行うことが必要です。事業者の選定に当たっては，市が要求する施設整備及び維持管理業務等

に関する要求水準を満たしていることを前提として，競争性の担保及び透明性の確保に配慮したう

えで，総合評価方式により事業者を選定します。 

 

２． 選定の手順及びスケジュール 

事業者の選定に当たっては，次の手順で行うことを予定しています。 

 

 

 

 

 

 

日 程（予定） 内 容 

平成 15 年 5 月 15 日 実施方針の公表 

        5 月 22 日 実施方針説明会の実施 

        5 月 23 日～6 月 3 日 実施方針等に関する質問受付 

        6 月 20 日 実施方針等に関する質問，回答公表 

        6 月 23 日～7 月 4 日 実施方針等に対する意見受付 

        8 月中旬 要求水準書（案）の公表 

       10 月上旬 特定事業の選定，公表 

       10 月中旬 第一次募集要項等の交付 

       10 月中旬 第一次募集要項等の説明会の実施 

       10 月中旬 第一次募集要項等に関する質問受付 

       10 月下旬 第一次募集要項等に関する質問，回答公表 

       11 月 参加表明書，資格審査申請書類及び第一次提案書受付 

       12 月 資格審査結果及び第一次審査結果の通知 

       12 月 第二次募集要項等の送付 

       12 月 第二次募集要項等に関する質問受付 

       12 月 第二次募集要項等に関する質問及び回答の公表 

平成 16 年 1 月 第二次提案書の受付 

        2 月 提案書の審査 

        2 月 優先交渉権者の決定 

平成 18 年 3 月 所有権移転 

        4 月 学校移転，複合施設開所（施設供用開始） 
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３． 応募手続等 

(1) 実施方針等の公表，説明会 

本事業に対する事業者の参入促進に向け，実施方針等に関する説明会を開催し，事業の内

容，募集及び選定に関する事項，支援措置に関する事項等について市の考え方を説明し，建設予

定地に関する案内を行います。 

説明会場では，資料を配布しませんので，実施方針等をご持参下さい。説明会の日時，開催場

所及び参加申込み方法は，次のとおりです。 

 

① 説明会 

a)日時及び開催場所 

開催日時 平成 15 年 5 月 22 日（木） 午後２時から午後３時 30 分 

開催場所 京都市総合教育センター 1 階 第１研修室 

京都市下京区河原町通仏光寺西入（電話 075-371-2340） 

※ 駐車場は，ございません。 

b)参加申込み方法 

  説明会への参加を希望される方は，実施方針等説明会参加申込書（様式 1）に必要な事項を 

 記載して，平成 15 年 5 月 21 日（水）までにファックス（京都市教育委員会総務部京都御池中学 

 校・複合施設建設室 FAX075-213-1266）により申し込みをして下さい。 

 

(2) 実施方針等に関する質問受付，質問回答公表 

実施方針等に記載の内容に関して，次の要領により質疑応答を行います。 

 

① 実施方針等に関する質問の提出 

a)受付期間 

平成 15 年 5 月 23 日（金）～6 月 3 日（火）当日必着 

b)提出方法 

質問の内容を簡潔にまとめ，実施方針等に関する質問書（様式２）に必要事項を記入し，電子

データを収めたフロッピーディスクとともに持参又は郵送してください。なお，データは，Microsoft 

Excel（Ｗｉｎｄｏｗｓ版）で作成するようにお願いします。 

京都市教育委員会総務部京都御池中学校・複合施設建設室 

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町 500-1 中信御池ビル７階 
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② 質問回答 

平成 15 年 6 月 20 日（火）までに，ホームページなどを通じて回答を公表します。 

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：//www.ｃｉｔｙ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ／ｋｙｏｉｋｕ／ｋｙｏｋａｎｓｈｉｔｓｕ 

 

(3) 実施方針等に対する意見受付，意見等に対するヒアリング 

実施方針等に対する意見及び具体的な提案を次の要領により受け付けます。 

特に，賑わい施設について，導入機能などの内容，規模，提案方法や各種諸条件（運営面の取

扱い，事業計画上の取扱いなど）等については，事業者からの意見を受けて，その方向性を公募

実施の段階までに決定します。 

なお，賑わい施設については，御池通沿道景観形成地区沿道景観形成計画に基づいて取組み

を進めるものであり，意見などの提出に当たっては別紙資料３を参照してください。 

 

① 実施方針等に対する意見提出 

a)受付期間 

平成 15 年 6 月 23 日（月）～7 月 4 日（金）  ※当日必着 

b)提出方法 

意見の内容を簡潔にまとめ，実施方針等に関する意見書（様式３）に必要な事項を記入し，電

子データを収めたフロッピーディスクとともに持参又は郵送してください。なお，データは，

Microsoft Excel（Ｗｉｎｄｏｗｓ版）で作成するようにお願いします。 

京都市教育委員会総務部京都御池中学校・複合施設建設室 

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町 500-1 中信御池ビル７階 

② ヒアリング 

事業者等から提出のあった意見及び提案等のうち，市が必要と判断したものについては，直接

ヒアリングを実施することを予定しています。 

 

(4) 要求水準書（案）の公表，質問受付 

京都市が要求する各種業務に関するサービス水準を示した要求水準書（案）を公表し，必要に

応じて，事業者からの質問等を受け付けます。 

 

(5) 特定事業の選定 

実施方針，要求水準書（案）等に対する意見等を受けて，本事業がＰＦＩ法に基づく事業として実

施すべきか否かを評価し，実施することが適切であると判断した場合には，本事業を特定事業とし

て選定し，その結果を公表します。 

 

(6) 第一次募集要項等の公表 

実施方針，要求水準書（案）等に対する意見等を受けて，第一次募集要項等（第一次募集要

項，要求水準書，事業者選定基準，事業契約書（案）など）を公表します。 
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(7) 第一次募集要項等に対する質問受付，募集要項等に関する質問回答公表 

第一次募集要項等に記載された内容について，質問受付，回答公表を行います。具体的な日

程は，第一次募集要項において提示します。 

 

(8) 第一次審査（資格審査） 

提案の審査は，技術,経営，法務,金融などの専門家,学識経験者等により構成される「京都御池

中学校・複合施設整備等事業提案審査委員会」（以下「審査委員会」といいます。）によって，第一

次審査及び第二次審査の二段階に分けて実施するものとします。 

第一次審査では，応募者に参加表明書及び資格審査に必要な書類及び類似業務に関する実

績の提出を求めます。なお，参加表明書の提出方法，時期及び審査に必要となる書類の詳細等に

ついては，第一次募集要項にて提示します。 

 

(9) 第二次審査（提案審査） 

第二次審査では，第一次審査通過者に対して，第二次募集要項に基づき，本事業に関する事

業計画の提案内容を記載した提案書の提出を求めます。 

審査に当たっては必要に応じて，提案内容に関するプレゼンテーションの実施を予定していま

す。提案書の提出方法，時期及び提案に必要な書類の詳細等については，第二次募集要項にて

提示します。 

 

(10) 優先交渉権者の選定 

提案書の審査により，優先交渉権者を選定し，応募者に通知します。 

 

(11) 優先交渉権者との交渉と事業契約等の締結 

選定した優先交渉権者と市とは事業契約に関する協議を行い，契約を締結します。この際，正式

に優先交渉権者を選定事業者と決定し，公表します。 
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４． 応募者の備えるべき参加資格条件 

(1) 応募者の構成等 

応募者は，設計，建設及び維持管理の業務を実施することなどを予定する単体企業(以下｢応募

企業」といいます。) 又は複数の企業により構成されるグループ（以下「応募グループ」といいま

す。）とし，応募グループは，代表者を定めるものとします。なお，応募者は，他の応募企業，応募グ

ループの構成員にはなれません。 

応募企業又は応募グループの構成員以外の者で，事業開始後，選定事業者から直接業務を受

託し又は請け負うことを予定している者（以下「協力会社」といいます。）は，参加表明書において協

力会社として明記してください。 

参加表明書により，参加の意思を表明した応募グループの構成員の変更は原則として認めませ

ん。ただし，やむを得ない事情が生じた場合は，市と協議を行うこととします。 

なお，応募グループで申し込む場合には，参加表明書の提出時に代表企業名を明記し，必ず

代表企業が応募手続を行ってください。 

 

(2) 応募者の参加資格要件 

① 応募企業，応募グループの構成員又は協力会社に共通の参加資格要件 

・ 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当していないこと 

・ 京都市競争入札等取扱要綱（平成 6 年 4 月 1 日制定）に基づく，競争入札参加停止期間

中でないこと 

・ 経営状態が著しく不健全な者（会社更生法第 30 条第１項に基づき更正手続開始の申立が

なされている者又は民事再生法第 21条第 1 項に基づき再生手続開始の申立がなされてい

る者等。ただし，市長が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除きます。）でないこと 

・ 京都市税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと 

・ 引き続き２年以上当該営業を営んでいること 

・ 所得税又は法人税を滞納していないこと 

・ 市の水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと 

・ 市と本事業に関するアドバイザリー契約を締結している企業及び当該企業の指示により当

該契約に関する業務を行う企業（以下「アドバイザリー業務に関与した者」といいます。）並

びに関連会社（親会社及び子会社を含みます。）でないこと 

・ アドバイザリー業務に関与した者は，次のとおりです。 

   株式会社 ＵＦＪ総合研究所大阪本社 大阪市西区阿波座１丁目６番１号 

   弁護士法人 御堂筋法律事務所 大阪市中央区南船場４丁目３番１１号 

・ 審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連がな

いこと 
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② 応募者等の資格要件 

応募企業，応募グループ及び協力会社のうち，設計，建設及び維持管理の各業務に当たる者

（特別目的会社を設立した場合にあっては，特別目的会社からこれらの業務を受託する者を含み

ます。）は，それぞれ次の要件を満たしてください。 

 

a)設計に当たる者 

・ 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること 

・ 学校施設，保育所及び老人デイサービスセンターの計画及び設計の実績を有すること 

 

b)建設に当たる者 

・ 建設業法第3条第1項の規定により,建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者で

あること 

・ 参加資格確認基準日において有効な経営事項審査を受けていること 

 

c)維持管理に当たる者 

・ 維持管理を行うに当たって，必要な資格（許可，登録，認定等）を有すること 

 

(3) 参加資格確認基準日 

参加資格の確認基準日は，参加表明の提出期限日とします。なお，事業契約締結前までに参

加資格要件を欠くような事態が生じた場合には失格となります。 
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５． 提案の審査及び事業者の選定に関する事項 

(1) 審査に関する基本的な考え方 

提案の審査は，審査委員会において行われます。 

審査は第一次審査と第二次審査の二段階に分けて実施するものとし，その具体的な評価基準に

ついては第一次募集要項と併せて公表します。 

 

(2) 審査の内容 

審査委員会においては，価格のみならず，施設の基本構想の実現性，事業計画，資金計画，施

設計画，維持管理計画などの各面から総合的に審査を行い，市は審査委員会の評価を受けて，最

も優れた提案を行った者を優先交渉権者とします。 

 

(3) 審査手順に関する事項 

審査は，次の手順により行います。 

① 第一次審査（資格等審査） 

・ 応募者の備えるべき参加資格要件審査 

・ 本事業と同種又は類似の業務実績及び経験等 

② 第二次審査（提案審査） 

・ 価格評価 

・ 事業計画，資金計画，施設計画及び維持管理計画等の総合的な提案内容 

 

(4) 事業者の選定 

審査委員会の評価を受けて，市が優先交渉権者として選定した事業者と，事業契約による契約

手続を行います。 

 

(5) 審査結果及び評価の公表方法 

審査の結果及び評価は，ホームページなどを通じて公表します。 

 

(6) 優先交渉権者を選定しない場合 

事業者の募集，評価及び優先交渉権者の選定において，最終的に応募者がない，いずれの応

募者の提案によっても公的財政負担の縮減の達成が見込めないなどの理由により，本事業をＰＦＩ

事業として実施することが適当でないと判断された場合には，優先交渉権者を選定せず，特定事

業の選定を取り消すこととし，この旨を速やかに公表します。 
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６． 提出書類の取扱い 

提出を受けた書類は返却しません。 

提案内容に含まれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権等の日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっている工事材料，施工方法，維持管理方法等を使用した結果，

生じた責任は，原則として提案を行った応募者が負うものとします。 

提出書類は，事業者選定の目的のみに用いることとします。 

なお，選定事業者が提出した書類が著作物に該当するときは，当該著作物の著作権（著作権法

第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいいます。）は，市に無償で譲渡したものとし，著作者人

格権（著作権法第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項に規定する権利をいいます。）を市及び市の指

定する者に行使しないものとします。 

 

７． 特別目的会社の設立等 

応募者は，本事業に係る選定の結果，優先交渉権者として決定した場合は，本事業を実施する

商法に定める株式会社として，特別目的会社（以下「ＳＰＣ」といいます。）を設立するものとします。 

なお，応募企業又は応募グループの構成員は必ずＳＰＣに出資するものとし，その出資比率の

合計は，全体の 50％を超えるものとします。 

ＳＰＣに対して出資することを予定するものは，事業契約が終了するまではＳＰＣの株式を保有す

るものとし，市の事前の書面による承諾がある場合を除き，譲渡，担保権の設定，その他の一切の

処分を行うことはできません。 
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III． 選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関

する事項 

 

１． 予想される責任及びリスクの分類と官民間での分担 

(1) 責任分担の考え方 

本事業における責任分担の考え方は，適正なリスク分担を行うことにより，より効率的かつ効果的

に公共サービスの提供を目指すものであり，選定事業者が担当する業務については，選定事業者

が責任を持って遂行し，業務に伴い発生するリスクについては，原則として選定事業者が負うものと

します。 

ただし，市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については，市が責任を負うものとします。 

 

(2) 予想されるリスクと責任分担 

市と選定事業者の責任分担は，原則として別紙資料１のリスク分担表（案）にて示すとおりです

が，事業者からの意見を受けて，必要な事項については第一次募集要項の公表時において明らか

にします。 

 

２． 提供されるサービス水準 

本事業において実施する業務の要求性能及びサービス水準については，要求水準書（案）とし

て提示します。 

 

３． 選定事業者の責任の履行に関する事項 

選定事業者は，事業契約書（案）に基づき作成された事業契約書により，責任をもって履行する

こととします。 

なお，事業契約の締結に当たっては，契約の履行を確保するため，次のいずれかの方法により

事業契約の保証を行うことを想定しています。 

①契約保証金の納付 

②契約保証金の納付に代わる措置 

③履行保証保険付保などによる保証措置 

 

４． 市による事業の実施状況のモニタリング 

(1) モニタリングの実施 

市は，選定事業者が提供するサービス内容や選定事業者の財務内容を確認するため，事業の

実施状況についてモニタリングを実施します。 

モニタリングの実施に当たっての具体的な時期及び方法に関しては，第一次募集要項等の公表

時に示し，事業契約書に規定するものとします。 
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(2) モニタリングの時期 

モニタリングの時期は，概ね次のとおりとします。ただし，別途，市がモニタリングを必要とする場

合においては，市の方法及び手段により実施するものとします。 

 

① 基本設計・実施設計時 

市は，選定事業者によって行われた設計が，要求した性能・水準に適合するものであるか否か

について確認を行います。 

② 工事施工時 

選定事業者は，建築基準法に規定される工事監理者を設置し，工事監理を行い，適宜，工事

施工，工事監理の状況について市の確認を受けることとします。 

また，選定業者は，市が要請した際には，工事施工の事前説明及び事後報告，工事現場での

施工状況の確認を行うものとします。 

③ 工事完成・施設引渡し時 

選定事業者は，施工記録を用意して，現場で市の確認を受けるものとします。この際，市は，施

設の状態が事業契約書において定められた水準を満たしているか否かについて確認を行いま

す。 

確認の結果，事業契約書において定められた水準を満たしていない場合には，市は補修又は

改善を求めます。 

④ 施設供用開始後 

市は，施設供用開始後において，定期的に業務の実施状況を確認します。また，選定事業者

は，毎年度，公認会計士による監査を経た財務の状況について，市に報告することとします。 

⑤ 事業契約終了時 

市は，事業契約終了時に，事業契約書において定められた水準を満たしているか否かについ

て確認を行います。 

確認の結果，事業契約書において定められた水準を満たしていない場合には，市は補修又は

改善を求めることとします。 

 

(3) モニタリングの方法 

モニタリングの具体的な方法については，第一次募集要項において公表します。 

 

(4) モニタリングの費用の負担 

モニタリングにかかる費用は，市が負担するものとします。 

 

(5) 事業者に対する支払額の減額等 

モニタリングの結果，事業契約書において定められた要求水準が満たされていない場合は，支

払額の減額，改善勧告又は契約解除の対象となります。 

なお，減額等の考え方については，第一次募集要項において提示します。 
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IV． 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

１． 施設の立地条件 

施設の立地条件は次のとおりです。 

 

施設所在地 京都市中京区御池通富小路西入東八幡町５７９番地ほか 

敷地面積 約 8,387 ㎡ 

地域・地区 

防火地域 

商業地域（容積率 700％，建ぺい率 80％），準防火地域（ただし，南側道

路から 11ｍまでは防火地域），45ｍ高度地区，第二種建造物修景地区

（ただし，南側道路から 30ｍまでは御池通沿道景観形成地区（府道二条

停車場・東山・三条線）） 

 

図表 1 対象敷地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都御池中学校 

・複合施設建設敷地

Ｎ

－ － － － －（地下鉄東西線）－ － － － － 御 池 通 － － － － －
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２． 施設概要 

(1) 施設概要 

施設概要及び施設規模は概ね次のとおりです。 

図表 2 施設概要 

中学校 ・ 教室 

普通学級（21 クラス） 

育成学級（3 クラス） 

その他特別教室 など 

・ 体育館 

・ プール 12m（６コース）×25m 

・ 職員室  

・ 屋外運動場 など 

保育所 ・ 保育室，遊戯室，事務室，園庭など 

老人デイサービスセンター ・ 機能訓練室，食堂，浴室，事務室など 

 

在宅介護支援センター ・  相談室，介護機器展示室，事務室など 

オフィススペース ・ 執務室 

・ 会議室 

・ 倉庫 など 

 オフィススペースについては，将来，教室等に転用可能なも

のとします。 

賑わい施設  事業者の意見を受けて，最終的な方向性を決定します。 

拠点備蓄倉庫 ・  災害応急用物資備蓄倉庫 

その他 ・  駐車スペース，機械室など 

 

図表 3 施設規模 

中学校 約 10，000 ㎡

保育所 約 600 ㎡

老人デイサービスセンター 約 500 ㎡

在宅介護支援センター 約 100 ㎡

オフィススペース 約 4,000 ㎡～5,000 ㎡

賑わい施設 事業者の意見を受けて，最終的な規模を決定します。 

拠点備蓄倉庫 約 200 ㎡

 その他共用部分についての面積は含みません。 

 

３． 土地の取得に関する事項 

土地は，市所有の行政財産とします。ただし，選定事業者は，建設及び維持管理等に必要な範

囲で土地を無償で使用することができます。 
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４． 賑わい施設の方向性 

賑わい施設の規模，機能などについては，事業者による意見を受けて，第一次募集要項等の公

表前までに決定するものとします。 



 
 19

V． 事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関す

る事項 

 

事業計画又は事業契約について疑義が生じた場合，市と選定事業者は誠意をもって協議するも

のとし，協議が整わない場合には，事業契約書に定める具体的な措置に従うものとします。 

契約に関する紛争については，京都地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 
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VI． 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

 

１． 本事業の継続に関する基本的な考え方 

選定事業者によって提供されるサービスの安定的・継続的な供給を確保するため，事業契約書

において，想定される事業の継続が困難となる事由を予め具体的に列挙し，その発生事由に応じ

た適切な措置を定めます。 

 

２． 本事業の継続が困難となった場合の措置 

本事業の継続が困難となった場合には，その発生事由ごとに次の措置を執ることとします。 

 

(1) 選定事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

選定事業者の提供するサービスが事業契約に定める市の要求水準を下回る場合，その他事業

契約で定める選定事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合，

市は選定事業者に対して修復勧告を行い，一定期間以内に修復策の提出及び実施を求めること

があります。選定事業者が当該期間内に修復することができなかったときは，市は事業契約を解除

することがあります。 

選定事業者が倒産し，又は選定事業者の財務状況が著しく悪化し，その結果，事業契約に基づ

く事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合，市は事業契約を解除することがあります。 

市は，事業契約を解除した場合は，事業契約書に定めるところに従い，市は選定事業者に対し

て違約金又は損害賠償の請求等を行います。 

 

(2) 京都市の事由により本事業の継続が困難となった場合 

市の責めに帰する事由により事業の継続が困難となった場合は，選定事業者は，事業契約を解

除することができるものとします。 

選定事業者が事業契約を解除した場合には，市は，選定事業者に生じた損害を賠償するものと

します。 

 

(3) いずれの責めにも帰さない事由により，事業の継続が困難となった場合 

不可抗力その他，市及び選定事業者の責めに帰することができない事由により事業の継続が困

難となった場合は，市と選定事業者は，事業継続の可否について協議を行うものとします。 

 

３． 金融機関（融資団）と市との協議 

事業の継続性を確保する目的で，市は，選定事業者に対し資金供給を行う金融機関等の融資

機関（融資団）との協議を行い，当該融資機関（融資団）と直接契約を締結することがあります。 
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VII． 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する

事項 

 

１． 法制上及び税制上の措置に関する事項 

現段階では，本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していません。 

選定事業者が本事業を実施するに当たり，法改正等により，法制上又は税制上の措置が適用さ

れることとなる場合は，市と選定事業者で協議することとします。 

 

２． 財政上及び金融上の支援に関する事項 

市と選定事業者との事業契約締結後，国庫補助金が交付される場合には，これを市が選定事業

者に支払う代金の一部に充当するため，選定事業者は，市の補助金確保のため協力するものと

し，具体的な支払いの方法に関して協議を行うこととします。 

選定事業者が本事業を実施するに当たり，財政上，金融上の支援を受けることができる可能性

がある場合は，市はこれらの支援を選定事業者が受けることができるよう努めるものとします。 

選定事業者は，国等において講じられている無利子融資制度などの金融上の支援が適用される

場合は，活用を検討することとします。 

また，市は選定事業者に対する補助，出資，保証等の支援は行いません。 

 

３． その他の支援に関する事項 

市は，選定事業者が本事業を実施するに当たって必要となる許認可等に関して，必要に応じて

協力します。 

法改正等により，その他の支援が適用される可能性がある場合には，市と選定事業者で協議す

ることとします。 

 

 

 

VIII． その他特定事業の実施に関し必要な事項 

 

１． 議会の議決 

この事業に当っては，その予算措置として，債務負担行為の設定に関する議案を，平成 15 年度

の定例市議会に提出を予定しています。 

 

２． 情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報提供は，適宜，ホームページなどを通じて行います。 



 
 22

 

３． 本事業において使用する言語等 

本事業において，使用する言語は日本語とし，通貨単位は円とします。 

 

４． 応募に伴う費用負担 

事業者の応募にかかる費用については，すべて事業者の負担とします。 

 

 

 

 

実施方針等に関する問い合わせ先 

 

京都市教育委員会総務部京都御池中学校・複合施設建設室 

住所〒604-8091 

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町 500-1 中信御池ビル７階 

電話 075-213-1010 

FAX 075-213-1266 

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ／ｋｙｏｉｋｕ／ｋｙｏｋａｎｓｈｉｔｓｕ 

 

  なお，公平を期するため，回答に当たっては，インターネットなどの媒体を活用し，

公表を行うものとします。 

 

 


